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23 基地対策の推進 

 

１ 基地の整理・縮小・返還の早期実現 

 
【提案内容】                    提出先 外務省、防衛省 

県民の平穏な生活を守り、良好な都市を整備するため、米軍基地の整

理・縮小・返還を早期に実現すること。 

◆現状・課題 

都市化が進む人口密集地に12ヵ所、約1,738ha（県土の約0.72％）に及ぶ米軍基地が所在 

し、まちづくりへの障害など、様々な基地問題の原因となっている。 

◆実現による効果 

  沖縄に次ぐ第二の基地県といわれる本県の基地負担が確実に軽減される。 

                       （神奈川県担当課：政策局基地対策課） 

 

２ 厚木基地の航空機騒音の軽減 

 

【提案内容】                    提出先 外務省、防衛省 

空母艦載機移駐後の厚木基地の運用や基地周辺の騒音状況について情報

提供するとともに、恒常的訓練施設について必要な整備等を進めるなど、

今後、厚木基地で空母艦載機着陸訓練のような大きな騒音被害を生じさせ

ることがないよう取り組むこと。 

◆現状・課題 

空母艦載機移駐後の厚木基地の運用の現状や今後の見通しについての情報が不足しており、 

また、硫黄島に替わる恒常的訓練施設については、未だ整備が完了していない。 

◆実現による効果 

  厚木基地の航空機騒音が軽減され、基地周辺住民の騒音被害に対する不安が解消される。 

                      （神奈川県担当課：政策局基地対策課） 

 

３ 基地周辺対策の充実強化 

 

【提案内容】                提出先 外務省、財務省、防衛省 

基地の返還や共同使用に係る地元の意向を尊重し、十分な財政上の措置、

返還財産の処分条件に係る優遇措置等を講じること。特に、厚木基地周辺

においては、基地負担に見合った対策を実施すること。 

また、基地負担に係る国民理解を醸成し、支援策を充実強化するととも

に、基地と地元とのより適切な相互関係構築に向けた措置を講じること。 
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なお、令和８年３月には、厚木基地周辺の住宅防音工事助成等の対象区

域である第一種区域等を大幅に縮小する見直しが行われたが、経過措置が

限られていることを踏まえ、見直しにより影響を受ける基地周辺住民の

方々に寄り添った丁寧な対応に努めること。 

（神奈川県担当課：政策局基地対策課） 

 

 

【提案内容】                   提出先 外務省、防衛省 

基地の安全確保のため、日ごろから、基地と地元など日米関係機関で安

全に関する情報を共有するとともに、火災等の事故発生時には、緊急対応

や原因調査に必要な地方自治体職員等の迅速かつ円滑な基地立入りの実現

を図るよう、早急に米側と調整すること。 

  また、基地における感染症対策についても、適時適切な対応や情報提供

が行われるよう米側と協議すること。 

◆現状・課題 

平成27年８月に起きた相模総合補給廠の火災では、日ごろからの基地と地元との安全に関す 

る情報共有や、万一の際の地方自治体職員の迅速かつ円滑な立入りという課題が浮き彫りにな 

った。 

また、新型コロナウイルス感染症対策については、米軍人等の入国時の水際対策や、基地周 

辺住民に対する、感染状況に応じた感染者数の情報提供等が課題となった。 

 

◆実現による効果 

緊急対応や早期の原因究明、日ごろから地元の意向を生かした再発防止策の策定が可能とな 

り、基地周辺住民の安心の確保につながる。 

また、感染症対策に関する適時適切な対応や情報提供が行われることにより、基地周辺住民 

の安心が確保できる。 

（神奈川県担当課：政策局基地対策課） 

◆現状・課題 

基地返還の際の国有地処分については、一部を除き有償処分とされ、返還後の跡地利用を進 

めるに当たっての地元自治体の負担が大きい。 

また、令和８年３月に厚木基地周辺の住宅防音工事等助成等の対象区域である第一種区域の

見直しの告示が行われ、対象区域が大幅に縮小した。多数の住民が影響を受け、また制度自体

も複雑で分かりにくく、区域縮小に伴う経過措置期間が１年半と限定的であることなどから、

関係する住民に対して丁寧な対応が求められる。 

◆実現による効果 

  地元住民や地方自治体の意向や要望を活かした、基地の跡地利用や共同使用が可能になる。

基地と地元の良好な相互関係を構築することで、地元にメリットをもたらすことができる。 

  また、騒音状況に即した基地周辺住民の方々の負担軽減策が講じられる。 

４ 基地の安全管理等の強化 
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５ 日米地位協定の見直し 

 

【提案内容】                    提出先 外務省、防衛省 

日米地位協定の見直しに向け早期に具体的な取組を行うこと。特に、環

境や保健衛生に関する日本法令を適用すること。なお、地位協定改定に時

間を要する場合には、早期適用を図る一つの手法として、例えば、特別協

定の締結を米側と協議すること。 

併せて、日米合同委員会の中に地元自治体の代表者が参加する仕組みを

構築すること。 

また、基地の安全確保に向け、基地での事故発生後の国への速やかな調

査報告に加え、基地の安全管理や事故発生後の再発防止策に地方自治体の

意見が反映される仕組みを設けること。 

◆現状・課題 

  日米両国政府は、基地に関する問題が発生する都度、運用改善で対応してきたが、地元自治

体の声を反映する仕組みがないなど課題が多く、抜本的な改定が不可欠である。 

  特に、令和４年に発生した県内米軍基地からのPFOS等の流出事故では、地位協定上、日本の

環境に関する法令が適用されず、米側の裁量が大きいという課題等が改めて明らかになった。 

また、米軍基地において新型コロナウイルス感染症が拡大した背景には、地位協定上、日本

の保健衛生に関する法令が適用されていないことが挙げられている。 

 

◆実現による効果 

  日米地位協定改定を求める国民・県民の声に応え、基地問題に対する地元の不満を低減さ

せ、安定した日米関係の構築に資することができる。 

（神奈川県担当課：政策局基地対策課） 

 

 

６ 災害時等における米軍との相互協力 

 

【提案内容】                    提出先 外務省、防衛省 

災害時における地域の安全・安心の確保等に向け、国及び地方自治体と 

在日米軍との間の災害対策、事前準備及び災害時における相互協力を確実 

に行うための仕組みの構築に関する特別協定を締結すること。 

また、災害時等における日米間の相互協力を推進するために必要な事項

を、日米地位協定に規定すること。 

なお、災害時等における相互協力について検討するに当たっては、基地 

の機能強化に結びつくことがないよう留意すること。 
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（神奈川県担当課：政策局基地対策課） 

 

 

 
【提案内容】                       提出先 内閣府 

原子力艦の度重なる入港を踏まえ、国が責任を持って十分な安全対策を 

講じるとともに、事前対策の確立に必要な情報を関係自治体に提供するこ 

と。また、国の主導の下に、実効性ある原子力災害対策が実施できるよう、 

防災体制の整備を図ること。 

◆現状・課題 
  国では平成16年８月に「原子力艦の原子力災害対策マニュアル」を策定して以降、令和４年

６月まで複数回改訂を行っているが、現在も具体的な防災資機材の整備については示されてい

ない。今後も原子力艦の災害対策は、国の責任の下、実効性のある安全対策の充実を図る必要

があり、安定ヨウ素剤を含めた新たな防災資機材の整備等を進めるとともに、万が一の場合に

備えた防災体制の整備が必要である。 
 
◆実現による効果 

  原子力艦の事故発生時における、関係機関との迅速な情報伝達・共有や初動対応が可能とな

り、事故や原子力災害による被害の軽減が図られる。 

（神奈川県担当課：くらし安全防災局危機管理防災課） 
 
 
 
 
 
 

◆現状・課題 

  平成23年３月の東日本大震災では、米軍による大規模な救援活動が実施されるなど、災害 

時における米軍との相互協力は、大きな成果を上げている。一方で、現行の日米地位協定に 

は、災害時等の相互協力の裏付けとなる規定がなく、米本土等から来援する部隊も含め、活動 

する米軍の地位や権限は曖昧である。また、防災訓練への米軍参加を含め、米軍と地方自治体

との相互協力も、明確な根拠を持たず、日米双方の善意によって成り立っている。 

そこで災害時等における日米間の相互協力について日米地位協定に規定を設けるとともに、 

その詳細について、日米両国間で特別協定を締結するなど、国家間のルールを明確にすること 

が必要である。その際は、災害時の相互協力を目的として、大規模な施設整備等の基地の機能 

強化に結びつくことがないよう留意することが必要である。 

 

◆実現による効果 

  災害時等における日米間の相互協力について国家間のルールを明確にすることにより、地方 

自治体と米軍基地との連携を含め、いざというときに円滑かつ確実な協力を得ることができ 

る。 

７ 原子力艦の事故による原子力災害対策の充実 
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［本県における米軍基地の現状］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都市化が進む人口密集地に12の基地が所在 

○ 在日米陸軍司令部のあるキャンプ座間や在日米海軍司令部のある横須賀海軍施設

など在日米軍の枢要な基地が所在 

○ キャンプ座間に米太平洋陸軍（前方）司令部が設置 

○ 横須賀海軍施設は、原子力空母ジョージ・ワシントンをはじめとする第７艦隊の

主要艦船が配備 

○ 厚木海軍飛行場周辺で、米軍機による騒音被害が発生 

相模総合補給廠 

相模原住宅地区 

キャンプ座間 

厚木海軍飛行場 

鶴見貯油施設 

横浜ノース・ドック 

根岸住宅地区 

池子住宅地区及び海軍補助施設 

浦郷倉庫地区 

吾妻倉庫地区 

長坂小銃射撃場 

（図：神奈川県作成） 

横須賀海軍施設 


